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令和８年度 南城市 国民健康保険事業計画書 

 

１．計画の目的 

  市町村が運営する国民健康保険事業（以下「国保事業」という。）は、国民皆

保険制度の基盤として市民の医療受診機会の確保及び健康の保持増進に大きく

寄与し、市民生活を支える重要な役割を担っています。 

  しかしながら、国保事業は制度的に、被保険者の年齢層が高く医療費水準が

高い、無職者等の低所得者が多く所得水準が低いことから、他の被用者保険に

比べて保険税負担が重いといった、保険者の努力だけでは解決できない構造的

な問題を抱えています。その一方で、急速な高齢化の進展や生活習慣病の増加、

高度医療技術の進歩等により、一人当たり医療費は年々増加傾向にあることか

ら、国保事業の財政運営は先行きが不透明な状況となっています。 

  このような状況の中、医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療

費適正化の推進等を目的として、「持続可能な医療保険制度を構築するための国

民健康保険法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 31 号）が成立し、国

の財政支援が拡充することとなりました。国民健康保険制度については、平成

30 年度から沖縄県が財政運営の責任主体となり、市町村においては住民に身近

な業務として、資格管理、保険給付、保険税率の設定、賦課・徴収、保健事業な

ど地域における細かい事業を行います。 

  本計画は、国保事業の安定的な運営を確保するとともに、市民の健康の保持

増進を図るため、事業運営の基本方針と主な取り組みについて定めるものであ

ります。 
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２．国民健康保険事業の現状 

（１）国民健康保険被保険者の状況 

   ① 第１表、第２表にあるように、被保険者は減少傾向にあります。その

一方で、前期高齢者（65 歳以上）の割合（高齢化率）は増加しており、

被保険者の高齢化が進んでいます。 

 

    第１表 被保険者・世帯数（年度末）     （単位：人、世帯、％） 

年度 市人口 被保険者 加入率 市世帯数 国保世帯数 加入率 

２ 45,045 12,162 27.0 18,668 7,006 37.5 

３ 45,530 12,133 26.6 19,038 7,053 37.0 

４ 46,009 11,720 25.5 19,443 6,960 35.8 

５ 46,498 11,455 24.6 19,870 6,891 34.6 

６ 46,954 11,065 23.6 20,364 6,772 33.2 

 

    第２表 被保険者の内訳（年度末）         （単位：人、％） 

年度 一 般 退 職 
内前期 

高齢者 

内 70 歳 

以上者 

高齢化率

（前高） 
合 計 差 引 

２ 12,162 0 4,177 1,950 34.3 12,162 121 

３ 12,133 0 4,395 2,206 36.2 12,133 △29 

４ 11,720 0 4,269 2,271 36.4 11,720 △413 

５ 11,455 0 4,217 2,250 36.8 11,455 △265 

６ 11,065 0 4,038 2,207 36.5 11,065 △390 

 

（２）国民健康保険事業運営の状況 

   ① 国保特別会計は、被保険者数の減少や高齢化、低い所得水準である一

方で、保険給付費は依然高水準であることから、収支差引額は毎年度

赤字となり、厳しい財政状況となっています。（第３表参照） 

単年度の歳入不足額については、翌年度に一般会計からの法定外繰入

金により補う状態であります。 

それに伴い、一般会計の財政状況にも負担をかける財政構造となって

おります。 

 

   第３表 決算の推移                 （単位：千円） 

年度 歳入決算額 歳出決算額 収支差引額 一般会計繰入金 

２ 5,530,601 5,658,319 △127,718 745,839 

３ 5,543,682 5,616,753 △73,071 669,673 

４ 5,613,267 5,780,720 △167,453 632,323 

５ 5,655,742 5,990,208 △334,466 728,913 

６ 5,847,710 5,868,182 △20,472 935,469 
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   ② 第４表にあるように、保険税の収納率は、口座振替の推進や市税等徴

収指導員による納税相談、納め忘れなどの初期滞納者への徴収強化と

してコールセンターを活用することで、県の目標数値以上を維持して

います。 

しかし、高齢者や無職者を多く抱える構造的な要因から、保険税（調

定額）の所得割の増加は期待できず、財源の確保は厳しさを増してい

ます。持続可能な運営を確保するため令和６年度には税率を改定いた

しました。今後も段階的な税率改定を行っていく予定となっています。 

 

   第４表 保険税の収納状況            （単位：千円、％） 

年度 調定額 収納額 
全体 

収納率 

一般現

収納率 

一般滞 

収納率 

退職現 

収納率 

退職滞 

収納率 

２ 949,231 824,265 86.8 95.7 30.9 0 27.2 

３ 943,884 813,532 86.2 95.5 23.5 0 100.0 

４ 937,974 802,236 85.5 95.3 22.6 0 0 

５ 907,670 761,853 83.9 95.2 18.7 0 0 

６ 997,277 837,956 84.0 94.8 20.0 0 0 

 

   ③ 第５－１表にあるように、令和６年度の保険給付費の合計額は、被保

険者数の減少等の影響により、前年度に比べ減少したものの、依然と

して高い状況となっています。また、第５－２表にあるように令和６

年度の一人当たりの医療費は 390,004 円で対前年度伸び率が 0.6％と

なっていますが、県平均の 2.2％より低くなっており、県内の他市町

村と比べて相対的に医療費の伸びが抑制されています。 

厳しい財政状況の中、国保事業を安定して運営するためには一人当た

りの医療費を抑制することが重要であり、医療費の適正化対策や保健

事業の充実・強化等の施策を実施し、引き続き医療費の抑制に努めて

まいります。 

 

   第５－１表 保険給付費の推移          （単位：千円、％） 

年度 一 般 分 退 職 分 その他 合 計 伸び率 

２ 3,629,416 201 41,535 3,671,152 △1.1 

３ 3,819,992 0 39,531 3,859,523 5.1 

４ 3,915,927 0 35,300 3,951,227 2.4 

５ 3,908,795 0 39,001 3,947,796 △0.1 

６ 3,781,808 0 34,986 3,816,794 △3.3 

※ その他は、出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料 

※ 伸び率は、（当年-前年）／前年で算定 
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    第５－２表 一人当たりの医療費                    （単位：円、％） 

年度 南城市 
 

伸び率 県平均 伸び率 
県内順位 

２ 349,291 18 位 △1.3 329,719 △2.2 

３ 364,333 18 位 4.3 350,320 6.3 

４ 378,836 18 位 4.0 358,503 2.3 

５ 387,703 16 位 2.3 369,631 3.1 

６ 390,004 21 位 0.6 377,858 2.2 

※ 出典 「沖縄県市町村国保財政状況等について」 

 

   ④ 第６表にあるように、特定健康診査受診率、特定保健指導実施率は、

訪問指導員による受診勧奨の強化や保健師・管理栄養士が健診結果の

説明を行いながら直接被保険者に手渡す方法などの取り組みを行い、

受診率、実施率の向上に努めております。今年度も、市特定健康診査

等実施計画書等に基づき、受診率等の向上を目指します。 

 

   第６表 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移 （単位：％） 

年度 
特定健診 

県平均 

特定健診 

市 

前年度 

比較 

保健指導 

県平均 

保健指導 

市 

前年度 

比較 

２ 32.1 41.6 △0.9 61.3 72.0 △8.1 

３ 32.8 40.9 △0.7 62.3 67.0 △5.0 

４ 34.5 41.4 0.5 61.9 74.7 7.7 

５ 35.8 40.9 △0.5 67.2 76.5 1.8 

６ 35.9 42.4 1.5 69.9 76.0 △0.5 

 

 

 

３．基本方針 

  令和８年度の国保事業については、計画的かつ効率的な運営を目指して、次

に掲げる主要事業の積極的な促進を図り、事業計画を策定するものであります。

その執行にあたっては、現状を十分に把握・分析するとともに、今後の制度改正

の動向等を注視しながら、関係機関、庁内関係課との協議、連携を図り推進しま

す。 
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４．主要事業 

  令和８年度の国保事業の運営にあたっては、次に掲げる事業に重点を置いて

取り組むものとします。 

（１）収納率の向上対策 

（２）資格適用の適正化対策 

（３）医療費の適正化対策 

（４）保健事業の充実・強化 

（５）赤字解消・削減 

（６）組織体制の強化 

 

５．個別の事業計画 

（１）収納率の向上対策 

    国保事業の財政状況を改善し、保険税負担の公平性を確保するため、

「国民健康保険税収納対策プラン」に掲げる収納対策を着実に実施する

ほか、保険税の納期内納付を促進するとともに、滞納保険税の徴収を強化

し、一層の収納率向上に取り組みます。 

①  口座振替の推進 

     納期内納付を推進し収入確保を図るため、新規加入者への受付窓口で

の勧奨やマルチペイメントネットワークの利用案内、市広報誌による

周知などあらゆる機会を通じて、口座振替制度の利用を促進します。 

②  コンビニ収納及びスマホ収納の実施 

     納付機会を確保し、納税者の利便性向上を図るため、コンビニエンス

ストアでの納付体制を継続します。また、スマートフォン等の電子機

器を使用した各種決済サービスによる収納（「スマホ収納」という）を

促進します。 

③ コールセンターの活用 

    初期滞納者に対する徴収強化を図るため、市民サービスコールセンタ

ーを活用し、現年分保険税を中心に、納付確認のとれない被保険者へ

電話催促を実施します。 

④ 徴収体制の強化 

      (1) 納税意識の高揚と自主納付を促進するため、滞納者の状況に応じ

た分納計画書作成など、納税相談に対して柔軟に対応します。 

(2) 初期・少額の滞納者へ早期に電話や文書による催告を実施し、滞

納の抑制に努めます。 

(3) 納税相談の強化及び平日の開庁時間に来庁できない被保険者に

対応するため、毎月１回時間外窓口相談日を設けます。 

(4) 効果的で効率的な徴収業務を推進するため、職員と市税等徴収指

導員との連絡会議を開催し、情報の共有と連携、体制の強化を図

ります。 
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⑤ 滞納整理の徹底 

      適正な運用と滞納処分の強化を図るため、滞納者の生活実態及び納付

資力等を十分に調査し、滞納者の状況に応じた滞納整理の執行に努め

ます。 

 

（２）資格適用の適正化対策 

    国保事業を運営する上で基本的事項であり、事業運営の健全化を図る

ため、被保険者の的確な把握や早期適用等の資格の適正化に取り組みま

す。 

①  未適用者の実態把握 

未適用者の防止を図るため、国民年金被保険者情報を活用し、未適用

者の把握に努めるとともに、加入・喪失の届出勧奨を促進します。 

② 未申告者への指導 

  適正な賦課・徴収を確保するため、税務課と協力し適正な所得の把握

に努め、所得申告の指導を徹底します。 

③  居所不明被保険者の調査 

資格の適正化を図るため、資格確認書等の返戻分については、事務処

理要領等に基づき、近隣住民からの聴取等の現地調査を行うとともに、

台帳を整理し、市民課へ住民登録の実態調査の依頼を行います。 

 

（３）医療費の適正化対策 

被保険者の高齢化、医療の高度化等により医療費が増加する中で、国保

財政の健全化・安定化を図るため、医療の実態を把握・点検し、医療費の

適正な支出と抑制に取り組みます。 

①  レセプト点検の充実・強化 

医療費の適正化と抑制を図るため、レセプト点検員を配置し、レセプ

トの資格や内容を点検・審査し、保険者負担額の適正化に努めるとと

もに、レセプト点検研修会等に積極的に参加し、レセプト点検員の業

務の技術向上、充実強化に努めます。 

② 医療費適正化対策の推進 

      (1) 第三者行為の適切な求償を行うため、レセプトの傷病名から第三

者行為と疑われるものの調査を徹底し、第三者行為の把握に努め

ます。 

(2) 医療費の適正化を図るため、資格を遡及して喪失した場合の医療

費などの返還請求を徹底します。 

   ③ 医療費通知の実施 

医療費の適正化、健康に対する認識等の啓発を図るため、年 3 回医療

費通知を送付します。 

④  ジェネリック医薬品の利用促進 
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被保険者負担の軽減、医療費の抑制を図るため、ジェネリック差額通

知や希望カード及びシールの配布等で、ジェネリック医薬品の利用を

促進します。 

 

（４）保健事業の充実・強化 

    被保険者の健康の保持増進と医療費の抑制を図るため、特定健診・特定

保健指導を活用し被保険者の健康づくり（発症予防）や疾病の早期発見に

よる重症化予防など、関係機関との連携を図りながら、総合的かつ効果的

な保健事業に取り組みます。 

①  特定健康診査事業 

「第４期特定健康診査等実施計画」に基づき実施し、受診率 44％を目

標に実施してまいります。 

②  特定保健指導事業 

特定健診の結果から動機付け支援及び積極的支援に階層化された者

を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した保健指導を保健師・管理栄

養士が実施し、対象者自ら課題へ気づき、生活習慣の改善を促すこと

で、糖尿病等の生活習慣病の予防を図っていきます。 

③  国保ヘルスアップ事業を活用した保健事業 

データ分析に基づく PDCA サイクルに沿った保健事業の実施計画（デ

ータヘルス計画）に基づき、保健事業を実施します。 

(1) 健康教育 

  乳幼児から高齢者まで、各ライフステージにおける生活習慣等か

ら引き起こされる疾患の予防や健康づくり等についての健康教育

や、本市や本県の健康実態等を広く情報共有していきます。 

(2) 特定健診未受診者対策事業 

        40 代・50 代の特定健診受診勧奨の強化や、過去の特定健診で受

診勧奨判定値が出ている者を重症化予防台帳へ登録し継続的な

受診に繋げるように努めます。 

(3) 早期介入保健指導の取り組み 

20 代・30 代の被保険者に対して健康診査を行い、生活習慣病予

備群への保健指導を実施していきます。 

(4) 糖尿病性腎症重症化予防事業 

糖尿病性腎症による透析導入を予防する取り組みとして、対象者

へ個別に応じた栄養指導や医療機関等と連携した保健指導を実

施していきます。 

(5) 慢性腎臓病重症化予防事業 

   今後透析へと至る可能性が高いと判断される者について、市、か

かりつけ医及び腎臓専門医等が連携し保健指導等を実施してい

きます。 

④  沖縄県国保特別調整交付金を活用した保健事業 

(1) 要医療者支援事業 
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特定健診受診者のうち、受診勧奨判定値が出ている未治療者につ

いて、医療機関への受診勧奨を行い、医療受診や治療中断、コン

トロール不良等の状況把握のため、継続支援をしていきます。 

(2) 効果的な特定健診・保健指導の実施に関する事業 

特定保健指導対象者へ特定健診にない検査項目を二次健診とし

て実施することで、動脈硬化等を早期に発見し、生活改善に繋げ

ていきます。 

(3) 生活習慣病予防事業 

特定保健指導対象者以外の内臓脂肪症候群の方へ保健指導を行

い、二次健診を実施することで動脈硬化等を早期に発見し、生活

改善に繋げていきます。 

 

（５）赤字解消・削減 

     本市は、これまで収支を可能な限り改善するよう歳入の確保と歳出の

抑制に努めてきましたが、合併以来、収支不足分（赤字分）を一般会計か

らの法定外繰入により補填している状況です。 

平成 30年度からは都道府県が国保事業の財政責任主体となったことに

伴い、沖縄県は市町村が県に納付すべき国保事業費納付金を決定すると

ともに、それを賄うために必要な標準保険料（税）率を市町村へ提示して

います。本市においては、県が提示した標準保険料（税）率よりも低い税

率で保険税を算定しているため、恒常的に赤字が発生する状況となって

います。 

本市では、急激な負担の増加を避けつつ国保事業の赤字を解消するた

め、段階的な保険税の引上げを実施してまいります。 

 

（６）組織体制の強化 

国保事業の円滑な運営を図るため、現状を十分に把握・分析し、迅速で

効果的な対策を講じることのできる組織体制の強化に取り組みます。 

①  計画推進へ向けた体制強化 

     今後とも、健康増進課と国保年金課の連携を密にし、効果的な事業運

営が図られるよう、市民課、生きがい推進課、社会福祉課、税務課等

との協力体制等、組織体制の強化に努めます。 

② 人材育成の推進 

    職員の資質、能力の向上を図るため、県、国保連合会、南部地区国保

協議会等が主催する研修会、事務説明会等へ積極的に参加します。  

③ 国保関係団体との連携強化 

    「全世代型社会保障改革」等の国の動向を注視しながら、国保制度に関

する改善要望などについて、国保連合会、関係団体等との協議、連携

を図ります。 


